
※質疑書に対象の件名を記載の上、メールにて質疑してください。件名が漏れている場合、案件が特定できないため回答できません。

件名

基本的に受注者の都合による設計変更は行いませんが、当初想定不可能な事由によ
り変更が生じる場合は、協議の上、設計変更の対象とします。

通常水が流れている水路内で作業行う場合、水路の締め切りや水替えを行います。また、橋台
のひび割れ補修は河床から床版下面まで行うようになっており、ひび割れ補修を行うためにも、
水路の締め切りや水替えを行う必要があると考えられます。これらの仮設費用は、契約後協議
を行い設計変更の対象になりますでしょうか。

 質 疑 書

万之町橋長寿命化修繕工事

断面修復工のはつり作業ではつり殻が飛散するため、足場設置または水路の仮締め切り等を
行い、水路（農業用水）への殻の飛散落下の対策を行う必要があります。これらの仮設費用は、
契約後協議を行い設計変更の対象になりますでしょうか。

（ 回　答　）

橋台の施工は水位が低くなる非農業期（渇水期）を予定しており、桁下の施工は水位
が低くなる非農業期（渇水期）を予定しております。基本的に受注者の都合による設計
変更は行いませんが、当初想定不可能な事由により変更が生じる場合は、協議の上、
設計変更の対象とします。

(  質 問 事 項  )


